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 皆さん、おはようございます。 

 委員の皆様並びに推進委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しいところ

を総会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

 本日の総会は、令和４年度最初の総会となります。今年度もどうぞよろしくお願い

いたします。 

 私、令和４年度定期人事異動により農業委員会事務局長を拝命いたしました山本聡

と申します。債権管理課から異動してまいりまして、農業委員会の経験はございませ

んが、精いっぱい務めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 進行につきましては、至らない点が多々あるかと思いますがご容赦いただけますと

幸いです。 

 また、各分室の担当者が変わっております。 

 お手元に配付しております資料、令和３年度業務報告、令和４年度事業計画書、令

和４年度予算、こちらの資料の最終ページ、１１ページをご覧願います。 

 ここで、新たな担当となった職員をご紹介させていただきます。 

 本日出席の新任職員です。 

 初めに、中仙分室の髙橋克久主幹です。中仙支所農林建設課内の異動により担当と

なりました。 

 

 中仙分室の髙橋です。よろしくどうぞ、皆様からご指導お願いいたします。 

 

 次に、仙北分室の佐藤直斗主事です。市民課から異動され、仙北分室の担当となり

ました。 

 

 仙北分室の佐藤です。よろしくお願いします。 

 

 続いて本日欠席しております新任職員です。 

 西仙北分室の井上紗喜乃主事です。新規採用職員でございます。 

 次に、協和分室の稲葉久則事務補助員です。協和支所農林建設課内の異動により担

当になりました。 

 最後に、南外分室の高橋保乃佳主任です。南外支所農林建設課内の異動により担当

になりました。 

 以上、私を含め６名が新任でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、欠席の届出ですが、４番の本間隆喜委員、１０番の伊藤又エ門委員から出て

おります。 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２４回大仙市農業委員会総会を

開催いたします。 

                                                (午前９時３０分 開会) 

 

 初めに、会長からご挨拶をいただきます。 

 

 新年度、令和４年度第１回の大仙市農業委員会総会ですけれども、本当に心配され

た雪のほうも消えて、これから作業本番と思いますけれども、今年度もよろしくお願

いします。 
 今日は、いろいろ予算関係の説明もあって、農業委員、推進委員全員の参加ですけ

れども、暫時の間、よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、報告ですけれども、先般の総会で水田活用の直接支払交付金について、農

家への影響が大きいことから、農業委員会としても見直しの意見を提出したらどうか

という意見がありました。それで、役員会を先般開催しまして話し合った結果、次の
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とおり意見がまとまりましたので、報告させていただきます。 
 まず、この水田活用の直接支払交付金の厳格化については、今年３月の市議会で見

直しをする意見書が総理大臣、財務大臣、農水大臣、参議院、衆議院議長宛てに意見

書を提出するということで議決されたそうです。それと、国の要件の厳格化に関して、

これを潰そうというぐらいの気持ちで一生懸命やっていくという県知事の新聞報道も

出されました。さらには、農業会議の二田会長も上京したり、県内、秋田市での活動

にいろんな来賓が来た際は、このような内容等を申し出ているというような話を聞い

ていますし、農協関係、また土地改良関係の団体にも要望をしているということで、

今回は大仙市農業委員会単独の意見を提出しないということで、ご理解お願いいただ

くと思います。 
 それで、来月、全国会長会議が東京であります。その際にも、このことについて各

国会議員の先生らと回る予定になっておりますので、よろしくご理解のほどをお願い

したいと思います。どうかよろしくお願いします。 
 
 ありがとうございました。 

 会議に先立ちまして、出席委員数をご報告させていただきます。ただいまの出席者

は２２名となっております。会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総

会は成立していることをご報告申し上げます。 

 それでははじめに、私から前回３月９日総会から本日までの主な業務報告を申し上

げます。お手元に配付しております第２４回総会までの業務報告書をご覧ください。 

 こちらのＡ４、１枚物の資料です。 

 はじめに、３月９日に第２２回農業委員会総会を委員２１名、推進委員５名の出席

をいただき、ここ神岡農村環境改善センターにおいて開催しております。 

 順番が前後いたしますが、同じく９日の総会開催前に広報専門委員会を当会場で開

催し、農業委員会だより第２２号の最終構成について協議いただいております。 

 また、３月３０日には、第２３回農業委員会総会を委員２１名の出席をいただき、

ここ神岡農村環境改善センターにおいて開催しております。令和４年度定期人事異動

に関する人事案件についてご協議いただいております。 

 同じく３０日の総会終了後に令和３年度第４回農業委員会役員会を当会場にて開催

しております。本日の総会にお諮りする案件についてご協議いただいております。 

 その他の業務につきましては、配付いたしました資料のとおりとなっておりますの

で、ご確認いただきたいと存じます。 

 以上で主な業務報告といたします。 

 それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたしま

す。 

 
 本日の会議を開催します。 

 はじめに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異

議ございませんか。 

（異議なしの声） 
 
 異議なしと認め、５番、三浦功委員、６番、小松伸一委員の両名を議事録署名委員

に指名いたします。 

 

 議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 
 
 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和４年４月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
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議 長 

 

参 与 

 
 事務局の説明を求めます。 
 

 

 ５ページ、４番をご覧ください。 

 農地の所在は、神宮寺○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、田２筆、合計田３筆、

面積○○○○○平方メートルです。 

 無償移転の案件です。 

 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７５歳です。 

 譲受人は、○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、６１歳です。 

 申請理由につきましては、譲渡人の○○さんは○○○○○○○○○、現在、○○○に住んでいます。

これまで相続した農地につきましては、長く近隣で耕作している○○○さんにお願いしておりました。

今回、当該農地が○○○○○○の圃場整備地区に入ることになり、また、高齢なことから処分したい

と考え譲受人の○○○さんに贈与の意向を伝え、承諾したものになります。 

 

 ９ページ、８番をご覧ください。 

 移転される農地は、長野○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○平方メートル、１筆です。 

 贈与による所有権移転です。 

 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、４２歳です。 

 譲受人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、７９歳です。 

 申請理由としまして、○○さんの祖父と○さん兄弟で合作地解消のため申請農地を贈与する約束を

しておりましたが、手続を進める前に○○さんの祖父と父が亡くなってしまいました。今回、相続登

記が完了したことにより、○○さんから○さんへ贈与するものであります。 

 

 １０ページの１０番について、ご説明いたします。 

 農地の所在は、大仙市南外○○○○○○○○○○、地目は畑、面積が○○平方メートル、１筆です。 

 貸付人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○さんです。 

 借受人は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、４９歳です。 

 市の貸付規定により設定期間を３年、賃借料につきましては、１０アール当たり○○○○○円とな

っております。 

 申請理由につきましては、当該申請地を含む周辺の農地は昭和５２年に完成した○○○○の建設地

から移転された方々を対象としており、貸付している農地になります。しかしながら、高齢化が進み、

利用者が少なくなってきたことから、農地の荒廃を防ぐ目的もあり、○○○貸付規定を緩和の上、近

隣集落に居住する者にも利用できることとし、また、賃借料についても安価に設定しています。今回、

近隣に住む借受人の○○さんから当該農地を利用したい旨の申出があり、申請に至ったものです。 

 

 議案第１号については、ただいま説明いたしました３件のほかに交換２件、無償所有権移転２件、

使用貸借権設定の更新８件がございます。 

 １６ページから１７ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

 農地法第３条第２項各号には該当しない旨記載したもので、結果、全て許可要件を満たしているも

のと考えます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 説明が終わりました 
 これより質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、採決いたします。 
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 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり許可することに決定しました。 
 
 次に、議案第２号の「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 
 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 
   農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 

   令和４年４月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 １８ページ、１番をご覧ください。 

 位置図及び平面図については、資料の１ページと２ページをご覧ください。 

 転用する農地は、大仙市協和峰吉川○○○○○○○○○○、地目が畑、面積○○○平方メートルで

す。 

 賃貸借による一時転用です。 

 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 借受人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 転用理由といたしまして、借受け会社は、湯沢河川国道事務所が発注した雄物川上流小平沢上流地

区築堤護岸等工事のため、資材を搬入する工事車両の仮設通用路が必要なことから、申請地を借り受

けて一時転用をするものです。 

 なお、昨年度、当該農地では同様に一時転用がありましたが、今年度新たに別の工事を受注したこ

とからこのたびの申請になりました。 

 設定期間は許可日から１２月３０日まで、賃借料は１平方メートル当たり○○円となっております。 

 許可基準における立地基準につきましては、申請地は農用地区域内にあることから原則許可できま

せんが、例外として農地法施行令第１１条第１項第１号により農地を使用した仮設通用路が一時的に

必要なことから、許可基準を満たしているものと判断いたしました。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

をいたしました。 

 

 続きまして、２番を説明いたします。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の３ページ及び４ページをご覧ください。 

 農地の所在は、大仙市板見内○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル、１筆です。 

 贈与による所有権移転です。 

 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 譲受人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 譲渡人と譲受人は、親子の関係になります。 

 転用理由といたしまして、譲受人は現在、アパートに居住していますが手狭なことから実家の西側

にある父が所有する申請地を譲り受け、住宅の新築を計画したものです。 

 許可基準における立地基準につきましては、申請農地は１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の

区域内にある農地であることから第１種農地に区分され原則許可できませんが、農地法施行規則第３

３号第４号により、この一般住宅は日常生活上集落に接続して設置されるものであることから、許可

できるものと考えます。 



 

- 7 -

 また、一般基準につきましても、添付書類を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断い

たしました。 

 

 続きまして３番を説明いたします。 

 位置図及び配置図につきましては、資料５ページ及び６ページをご覧ください。 

 農地の所在は、大仙市福田○○○○○○○、地目は畑、面積○○○平方メートル、１筆です。 

 使用貸借権の設定になります。 

 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 借受人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん外１名です。 

 貸付人の○○○○さんと借受人の一人である○○○○さんの妻は親子になります。 

 転用理由といたしまして、借受人は現在、アパートに居住していますが、手狭なことから妻の父が

所有する申請地を借り受け、住宅の新築を計画したものです。 

 なお、配置図にあります左上の点線部分につきましては、既に地目が宅地となっておりますので、

今回転用手続が必要な部分はそれを除く右下の実線の部分になります。 

 使用貸借の設定期間は３０年です。 

 許可基準における立地基準につきましては、申請農地は宅地等に囲まれ面積が小さいことから第１

種農地、第３種農地のいずれにも該当しない第２種農地と考えられます。第２種農地は、非農地や第

３種農地で代わりになる土地がない場合には許可できることになっております。また、第１種農地の

許可基準である農地法施行規則第３３条第４号により、この一般住宅は日常生活上必要な施設で集落

に接続して設置されることから立地基準を満たしているものと判断しました。 

 また、一般基準につきましても、添付書類を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断い

たします。 

 なお、ただいま説明しました２番及び３番の案件は、今年の１月総会で農振除外案件として同意を

いただいているものになります。 

 

 続きまして、１９ページ、４番を説明いたします。 

 位置図及び平面図は、資料７ページ及び８ページになります。 

 転用する農地は、大仙市太田町斉内○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル外、

田３筆、計４筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 賃貸借の設定です。 

 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 借受人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん

です。 

 転用理由につきましては、砂利採取のために一時転用するもので、設定期間は許可日から１年間、

賃借料は１平方メートル当たり○○○円です。 

 許可基準における立地基準につきましては、申請地は、農用地区域内にあることから原則許可でき

ませんが、例外として農地法施行令第１１条第１項第１号により一時的に砂利採取するため農地を使

用するものであることから、許可基準を満たしているものと判断いたしました。 

 また、一般基準につきましても、添付資料等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 

議 長 

 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 事務局の説明が終わりました。 
 これより、現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 

 案件１番についてお願いします。 
 
 １９番、鈴木です。 
 この事案は、２月の総会時にも説明した箇所と同じ場所にございます。 

 工事内容も同じですし、何ら問題ないと思っております。 
 よろしくお願いしたいと思います。 
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議 長 

 

 

小松委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

泉委員 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 ありがとうございます。 
 案件２番と３番についてお願いします。 
 

 ６番、小松です。 
 ３月の末に推進委員２人とともに現地確認に行ってまいりました。 
 議案第２号２番は、○○○○○○○○○でございますが、周辺は圃場の田んぼの大

きい一団の一角に宅地を造成されるということでございます。 

 周辺圃場への用排水の支障もございませんし、この図面を見ていただけば分かりま

すけれども、申請地の南側は田んぼになっていますけれども、ここは地主さんの要望

で畑地利用するということで、先ほど説明されましたとおり問題ございません。 
 続きまして、２号３番の件でございますけれども、ここは集落は福田という小学校

のある地域でございます。住宅に囲まれておるところでありますけれども、宅地と畑

のところに建築予定ということで、雨水排水には全く支障ございませんので問題あり

ません。 
 よろしくお願いいたします。 

 
 ありがとうございます。 
 案件４番についてお願いします。 
 

 １１番、泉です。 
 先日、事務局と、それから、推進委員の３名で確認行きましたけれども、何ら問題

ないようでしたので、何とぞご審議のほうよろしくお願いいたします。 
 

 ありがとうございます。 
 
 現地調査、大変ありがとうございました。 
 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 
 質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 ないようですので、採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は、原案のとおり許可することに決定しました。 
 

 次に、議案第３号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」を議題とします。 
 
 議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計

  画の決定について意見を求める。 
   令和４年４月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 

 
 議案第３号の案件１番を議題とします。 
 本案件は○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により
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議 長 

 

参 与 

○○委員の退席を求めます。 
（○○委員 退席） 
 

 事務局の説明を求めます。 
 

 

 それでは、２０ページから２１ページの１番を説明いたします。 

 所有権を移転する農地は、大仙市高関上郷○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、

田１０筆、畑３筆、計１４筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 申請理由として、当該農地は、現在、○○さんが耕作しておりますが、○○さんは以前から農地を

手放したいと考えておりました。そこで、○○さんに相談したところ話がまとまり売買に至ったもの

です。 

 売買価格は１０アール当たりで約○○○○○○○円、総額で○○○○円です。なお、申請農地は圃

場条件が悪い上にまとまった面積を買い受けるということで、総額から割り返した際の１０アール当

たり売買単価が低くなっております。 

 同案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 ないようですので、採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 ○○番、○○委員の入場を求めます。 
（○○委員 入場） 
 

 次に、議案第３号の案件９番及び１７６番を議題とします。 
 本案件は○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により

○○委員の退席を求めます。 
（○○委員 退席） 

 
 事務局の説明を求めます。 
 
 

 

 ２５ページ、９番をご説明いたします。 

 利用権を設定する農地は、豊川○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル外、田２

筆、計３筆です。合計面積○○○○○平方メートルです。 

 新規の賃貸借権設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、持分４分の３と○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、持分４分の１です。○○○○さんの成
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年後見人及び○○○さんの保佐人であります○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○さん

です。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○、○○○○さんです。 

 設定期間は５年で、１０アール当たりの賃借料は○○○○○円です。 

 申出理由といたしまして、当該農地は別の方が賃貸借契約をしておりましたが、水利状況等の耕作

条件が悪いことから契約更新されませんでした。そこで、近隣を耕作している○○○○○○○○○○

○○を紹介され、耕作をお願いすることになったものです。 

 

 続いて、１１６ページ、１７６番を説明いたします。 

 利用権を設定する農地は、豊川○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、田１９筆、

計２０筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

 農地中間管理事業を活用した新規の利用権設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○さん。 

 利用権の設定を受ける方は、９番と同じ○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○さん

です。 

 設定期間は１０年で、１０アール当たりの賃借料は○○○○○○○円です。 

 申請理由としまして、一部の農地が未相続だったため、これまで兄が契約しておりましたが、相続

登記が完了したことにより機構契約に切り替えるものであります。 

 なお、２案件とも農業経営基盤強化促進法第１８条の第３項の各要件を満たしているものと思われ

ます。 

 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 ○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 
 
 次に、議案第３号の案件１０番を議題とします。 
 本案件は○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により

○○委員の退席を求めます。 
（○○委員 退席） 
 
事務局の説明を求めます。 

 

 

 ２５ページ、１０番をご説明いたします。 

 利用権を設定する農地は、豊岡○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方メートル外、田

１筆、計２筆、合計○○○○○平方メートルです。 

 期間満了に伴う利用権設定の更新です。 
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 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 設定期間は１０年で、１０アール当たりの賃借料は○○○○○○○円となっております。 

 なお、この案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと思われ

ます。 

 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 ○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 
 
 次に、議案第３号の案件１７４番と１７５番を議題とします。 
 本案件は○○番、○○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り○○○委員の退席を求めます。 
（○○○委員 退席） 
 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 １１５ページ、１７４番、１７５番を説明させていただきます。 

 ２案件ともに、農地中間管理機構を活用した一括方式により新規の賃貸借権設定です。 

 初めに、１７４番です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市北野目○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル

外、田６筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６０歳です。 

 続きまして、１７５番です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市北野目○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル外、

田２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、９５歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、いずれも○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○さんです。 

 １０アール当たり賃借料は○○○○○円、設定期間は１０年となっております。 

 申請理由といたしまして、○○さんと○さんは親子で、所有農地は近所の担い手の方に貸し付けて

おりました。しかし、この方が離農したことから、地域で集積を進めている法人に相談したところ、

法人が借受けに応じてくれたものです。 

 賃借料につきまして、○○○○○○○○○○○、袋を含む１，０２１平方メートル当たり○○○○

○円をおおよその賃借料額と決めており、１０アール当たり単価にしますと約○○○○○円になりま

す。 

 本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。 
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 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

参 与 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 

 ないようですので、採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 ○○番、○○○委員の入場を求めます。 
（○○○委員 入場） 

 
 次に議案第３号の案件２番から８番、１１番から１７３番及び１７７番から２００

番を議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 ２２ページの５番をご覧ください。 

 所有権を移転する農地は、大仙市北楢岡○○○○○○○、台帳、現況ともに田の○○○○○平方メ

ートル外、田１筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７０歳。 

 所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○、○○○さんです。 

 売買価格は総額で○○○円。１０アール当たりに割り返しますと約○○○○○○○円となっており

ます。 

 申請理由といたしまして、申請農地は、これまで耕作されておらず、荒れた状態だった農地を○○

○○○○○○○が令和２年から使用貸借で借り受け、農地を再生していました。○○さんは○○○に

住んでおり、この先も営農する意思がないことから○○○○○○○○○に買い受けてもらいたい旨を

相談し、法人がこれに応じたものです。 

 買受け価格が低い理由は、農地の再生に労力と経費がかかることを考慮したものです。 

 

 続きまして５４ページ、６４番、６５番、５５ページ６７番を説明させていただきます。 

 初めに、６４番です。 

 利用権を設定する農地は、強首○○○○○○○○○、現況地目が田、面積が○○○○○平方メート

ル、１筆です。 

 更新による利用権の設定です。 

 利用権の設定をする方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７０歳。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、５６歳です。 

 設定期間は、ほかの契約期間と終期を合わせるため６年です。 

 １０アール当たり賃借料は○○○○○円です。賃貸借料が安くなっておりますが、○○さんは自分

で耕作する意思がなく、使ってくれるのであれば幾らでも構わないと申出から長年この金額になって

おります。 

 

 続きまして、６５番です。 

 利用権を設定する農地は、土川○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○平方メートル外、田２
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筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 更新による利用権の設定です。 

 利用権の設定をする方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、６７歳。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、６７歳です。 

 設定期間は、ほかの契約と終期を合わせるために３年１１か月、１０アール当たりの賃借料は○○

○○○円です。 

 申請理由といたしまして、○○さんは自分で耕作する意思はなく、所有農地の半分ほどは○○さん

に貸し付けております。１０アール当たり○○○○○円と単価が安くなっておりますが、土地改良区

費を耕作者が負担しているため、この金額となっております。 

 

 次に、５５ページ、６７番です。 

 利用権を設定する農地は、土川○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○平方メートル外、田１

筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 更新による利用権の設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、８０歳。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６４歳です。 

 設定期間は２年、賃借料は総数米○○○俵です。米○○○俵を１０アール当たりに割り替えします

と約○○○○俵となり、低く設定されています。 

 申請農地は、水はけが悪いなど圃場の条件が悪いため、賃借料は○○さんの飯米分相当で契約いた

しました。 

 

 ９２ページの１３３番をご覧ください。 

 利用権を設定する農地は、大仙市南外○○○○○○○○○○、地目は田、面積が○○平方メートル

外、田２筆、計３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 設定期間満了による利用権の更新で、利用権の設定をする方は、○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○さん、７７歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、７２歳です。 

 設定期間は３年、賃借料は１０アール当たり○○○○○円です。 

 なお、当該農地の賃借料が１０アール当たり○○○○○円と低く設定されておりますが、○○さん

から農地管理をお願いされた○○さんが提示した前回同様の金額となっています。 

 

 次に、９３ページから９４ページの１３６番をご覧ください。 

 利用権を設定する農地は、大仙市南外南楢岡○○○○○○○、地目は田、面積が○○○○○平方メ

ートル外、田９筆、計１０筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

 設定期間満了による利用権の更新で、利用権の設定をする方は、○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○さん、８３歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７４歳です。 

 設定期間は５年、賃借料は１０アール当たり○○○○○円です。 

 当該農地は不整形で周囲を山林に囲まれているため、耕作が不便であることから、賃借料が１０ア

ール当たり○○○○○円と低く設定されております。 

 

 １１８ページ１７７番から１３７ページ２００番までをご説明します。 

 １１８ページ、１７７番です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市角間川町○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方メー

トル外、田１筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん外２５名です。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○、○○○○さん外１３名。 

 新規２２件、更新２件の総計２４件、田１７８筆、畑４筆、合計面積○○○○○○○○○○○平方
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メートルです。 

 １０アール当たり賃借料につきましては、田が使用貸借から○○○○○○○円と幅があり、畑は○

○○○○円となっています。これは、圃場条件やこれまで賃貸借していた経緯などの理由が考えられ

ます。 

 設定期間は、１８８番が５年に設定されている以外の契約は全て１０年契約となっています。 

 ご説明いたしました以外の１件ごとの詳細につきましては、議案書をご確認いただきますようお願

いいたします。 

 

 議案第３号、案件２番から８番、１１番から１７３番及び１７７番から２００番までについては、

ただいま説明いたしました３０件のほかに所有権移転６件、賃貸借権設定の新規４８件、更新１０６

件、使用貸借権設定の新規２件、更新２件がございます。 

 今回の所有権移転における売買価格の内容につきましては、説明案件を除き１０アール当たり田で

○○○円から○○○円と幅がございます。これは、各地域の圃場の条件及び契約者双方の意向並びに

実情を踏まえた妥当な契約金額と推察しており、利用調整会議においてもご承認いただいたものであ

ります。 

 次に、賃借権設定の１０アール当たりの賃借料の内容でありますが、説明案件を除き、田の低いほ

うでは○○○○○円から○○円と幅がございます。低いほうについては、圃場の条件が悪いことなど

が考えられますが、契約者双方の意向もあり妥当な契約金額と推察しております。 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えております。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 事 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので、採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 
 次に、報告第１号の農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告に

ついて、事務局より報告願います。 

 
 報告第１号 農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 
   下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これ 
  を報告する。 

   令和４年４月８日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局より報告願います。 

 

 

 議案書ナンバー２の１３８ページから１４０ページをご覧ください。 

 記載の２４法人からの報告がありました。 

 順に読み上げるところですが、総会時間の短縮のため省略させていただきます。ご了承ください。 

 詳細につきましては、１４１ページから２２７ページをご覧ください。 
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 結果、全ての法人が農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 なお、１３９ページ、１４番に記載されている農事組合法人本郷農園は、令和４年２月１日付で仙

北郡三郷町土崎字下野際１０６番地３、農事組合法人ニューファーム秋田に合併して解散しています。 

 このたびの報告は、合併前の前年実績報告があったものです。 

 また、Ａ３両面印刷でお配りしました農地所有適格法人については、令和４年４月１日現在で、農

業委員会が把握している法人を記載しております。 

 以上です。 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

杉山課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、報告といたします。 
 これで本日の議事日程は終了しました。 
 ここで、暫時休憩します。 

 １０時３５分まで。 
 
                                             (午前１０時２９分 休憩) 
 

 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 
 
                                             (午前１０時３７分 再開) 
 

 令和４年度農業関連予算について、農林部農業振興課より杉山課長ほか、担当職員

の方においで願っておりますので、ご説明よろしくお願いします。 
 
 おはようございます。 

 農業振興課長の杉山と申します。日頃より農業委員の皆様、最適化推進委員の皆様

には市政発展、そして何より農政の推進ということにご協力いただきまして、この場

をお借りしまして心より厚く御礼申し上げます。 
 本日は、私と隣の席におります鈴木政勝さんとで本年度の農業関連予算についての

説明をさせていただきにまいりました。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 昨年度はコロナ禍による外食需要の減少などが影響しまして、ＪＡのお米仮渡金な

どが１俵当たり２，０００円下がるなど、米の集荷においては一様に喜べない出来で

はなかったかなと思います。 
 市では、この状況を重く捉え、農業者の意欲が減退しないよう１０アール当たり３，

０００円の給付金を市単独で予算化し、３，１３４経営体に約２億７，３００万円を

給付いたしました。 

 県下では、いち早く農業者の経営支援に努めてきたところであります。 
 また、取り巻く状況の変化としましては、国では水田活用に係る経営所得安定対策

の交付金において、現場の課題を検証しつつ今後５年間に米の作付を行わない、そう

いった農地を交付対象としない方針を示したところであります。 

 皆様ご承知のとおり、このことに対し市議会では見直し方針に係る意見書がこの３

月議会において採択され、総理大臣、財務大臣、農政大臣の各大臣などに要望書を提

出しております。 
 市でも、市長会を通じて見直しの意見書を提出する準備を進めております。 

 いずれにしましても、この見直しは、地域農業を継続する上で重大な変更と捉えて

おりますので、国に対し市もしっかりと要望をしてまいります。 
 また、国では、就農確保に向けた新規就農者育成総合対策など新たな地域農業政策

の展開を示しており、その一つには農業経営基盤強化促進法の一部改正等もございま

す。 
 この中で農業委員会の役割も法改正の中で示されるものと考えられますが、農用地

の効率的かつ総合的な利用促進に向け農業関係機関が連携して進める上で一層重要と



 

- 16 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なると思われますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
 さて、令和４年度当初の農業関連予算の概要についてですが、市全体の一般会計予

算が約４３４億、うち農林水産業費が約３２億５，０００万円であり、市全体の約７．

５％を占めております。 
 これは前年とほぼ同じ割合になっておりますが、金額では約５，３００万円の増で

あり、前年比１．７％の増額となっております。 
 また、４年度予定する圃場整備などの事業が令和３年度補正予算事業として約３億

４，０００万円計上されておりまして、これを繰越しとなり今年度の執行となるもの

ですが、国県事業の前倒し予算についても確保しております。 
 厳しい財政事情の中、農業関連予算においては、当初予算、繰越予算とも前年並み

の予算を確保したところであります。 

 加えて、今年は大仙市を会場に第１４５回秋田県種苗交換会が開催されます。皆さ

んに楽しんでいただけるよう当該事業のほうを進めてまいります。 
 それでは、お手元の資料、令和４年度農業関連予算のうち農業振興課の主な事業に

ついては、鈴木参事のほうからご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 
 農業振興課の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 
 それでは、令和４年度大仙市一般会計予算のうち農業振興課所管分の事業、４事業

について、お手元の資料、令和４年度農業関係予算説明書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが、座って説明させていただきます。 
 それでは、１ページをご覧ください。 
 ６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１６事業、大豆産地化推進事業であり

ます。 

 本事業につきましては、当初予算額３，５００万円で令和３年度と同額を計上して

おります。 
 財源内訳は、全額その他の地域振興基金繰入金となっております。 
 事業の目的でありますが、広範な水田の有効活用を図り土地利用型作物の大豆の生

産振興を推進し、収量、品質の向上により農業経営の安定に資することを目的とする

ものであります。 
 ４年度事業の概要ですが、（１）の大豆産地化推進助成金（大豆の生産に対する助

成）でありますが２，４９３万４，０００円を計上しております。 

 助成対象は、作付面積１ヘクタール以上の経営体とし、反収２２０キログラム以上、

１、２等級の品質割合が全収量の５０％以上の経営体に対し１０アール当たり１万円

以内の助成金を交付するものとしており、栽培技術が確立できていない１年目２年目

の経営体については、助成基準を緩和するほか中山間地域では平地収量に７５％を乗

じた収量を見込むこととしております。 
 （２）の大豆産地化推進助成金（肥料、薬剤費に対する助成）につきましては、１，

００６万６，０００円を計上し、生産技術の平準化に向け、肥料、薬剤に対する助成

として当該年産の平均反収以上の経営体に対し作付面積１０アール当たり２，０００

円以内（肥料、薬剤に相当する額の５分の１）を交付するものであります。 
 次に、２ページをお願いします。 
 ６２事業、新規就農者育成対策事業費であります。 
 本事業につきましては、本年度からの新規事業であり、当初予算額は１，８７５万

円、財源は全額県からの新規就農総合対策事業費補助金となっております。 
 本事業は、国の農業次世代人材投資事業の後継事業であり、意欲ある担い手の確保

・育成のため、市内で新たに就農する方に対し経営発展のための初期投資へ補助金と

資金を交付するものです。 

 事業の概要ですが、（１）経営発展事業の対象となる方は、就農時に４９歳以下で、

本年度新たに営農を開始する認定新規就農者、または親の経営に従事してから５年以

内に営農を継承した親元就農者となっており、補助金の上限は１，０００万円、対象
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経費は機械、施設、家畜の導入、機械リースなどの初期投資的な経費であります。 
 ただし、購入した部分につきましては、金融機関より融資を受けることが条件とな

っております。 

 （２）経営開始資金につきましては、４９歳以下の新規就農者または親元就農者の

うち新規作物導入にリスクを伴う取組を行う方で、月額１２万５，０００円、年額に

しますと１５０万円を交付し支援いたします。 
 次に、３ページをご覧ください。 

 ６４事業、担い手への農地集積推進事業費であります。 
 本事業につきましては、当初予算額は４，９１０万円。３年度に比べ７，２２７万

２，０００円の減となっております。 
 財源内訳は、全額県からの担い手への農地集積推進事業費補助金となっております。 

 本事業は、農地中間管理機構が行う農地集積、集約化に協力する農業者の支援と併

せ、中山間地など条件不利な農地を委託して耕作する経営体を支援し、農地の有効利

用と農業経営の効率化を図るものであります。 
 令和４年度事業の概要でありますが、（１）機構集積協力金交付事業のうち①の地

域集積協力金を２地域、面積にして１２２．５ヘクタールを見込んでおり、３，６３

５万円を計上、②の経営転換協力金については、１，２２５万円を計上しており、リ

タイアする農業者を中心に貸付面積に応じた協力金の交付、４９戸分を見込んでおり

ます。 

（２）の条件不利農地を担う経営体支援事業につきましては、５０万円を計上してお

り、中山間地等の条件不利農地を借り受けて耕作する受け手に対して支援するもので

す。 
 次に、４ページをお願いします。 

 ４８事業、「農業と食」活性化推進事業費であります。 
 本事業は、令和元年度末に策定した農業と食に関する活性化基本構想により、令和

２年度から事業開始したもので、本市の活性化に向け、特に重点的に取り組むべき特

出し事業について、８つのアクションプランにより推進しているものであります。 

 当初予算額は４，０３９万円で、３年度に比べ６２４万９，０００円の減となって

おり、財源につきましては、地方創生推進交付金が２５万円、残りの４，０１４万円

が地域振興基金繰入金となっております。 
 令和４年度事業の概要ですが、新規事業を中心に説明させていただきます。 

 （１）の米や豆の生産における所得向上と加工工場の誘致につきましては、昨年度

試作した冷凍枝豆や本年度試作予定の米粉を加工したフォーを首都圏バイヤーに向け

サンプルを提供し具体的なニーズの把握や商品開発に生かすための経費として３２６

万９，０００円を計上しております。 

 次に、（３）のスマート農業の推進と雪等未利用資源の活用でありますが、県と連

携した秋田版スマート農業創設事業によりドローンを活用した直播、施肥、防除など

マルチユースでの超省力化、低コスト生産技術を実証するための経費として５０万円

を計上しております。 
 続いて、（６）の世界に向け「米と酒」を発信の①大仙市米で醸す日本酒ＰＲ活動

につきましては、昨年度完成いたしました市内５の酒蔵の統一ブランド「宵の星々」

のＰＲ活動について、酒米作りから醸造まで携わり、ＳＮＳ等で発信してきた秋田大

学教育文化学部益満ゼミの学生の皆様が行う情報発信などの支援に１９万８，０００

円を計上しております。 

 ②の良食味米土づくりの推進は、秋田米の最上品質サキホコレの高品質米区分であ

るプラチナ、プレミアム生産に対し支援するもので、土づくりに必要な専用の有機質

肥料に対し１０アール当たり３，０００円を支援し、高品質米の生産を推進してまい

ります。 
 これらのアクションプランに係る取組や内容の詳細につきましては、次ページに添

付しております参考資料に詳しく記載しておりますので、ご参照くださるようお願い



 

- 18 -

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

菅原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

杉山課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いたします。 
 以上、農業関係予算のうち農業振興課所管分の主な事業、４事業の説明とさせてい

ただきます。 

 よろしくお願いいたします。 
 
 説明が終わりましたが、委員の皆さんからご質問等ありませんか。 
 菅原委員。 

 
 １番、菅原です。 
 今日はどうもご苦労さまでございます。 
 委員の皆さんから何か問題提起あるのかなと思ってちょっと今、待ったわけですけ

れども、何もないようですので、若干この説明書には関係ないことでお伺いしたいと

思います。 
 １つは、今の人・農地プランの実現化に向けてというようなことで、農業振興課の

ほうが主体となって数年前から動いてくれている事業なんですけれども、農業委員会

のほうでも度々この件につきましては、なかなか見えてこない、どのような形になっ

ているのか、中身知りたいなということで。 
 実は、前年度の中でも何かそういう動きがあったら資料等ほしいということで要望

した経過があります。でも中身を見て見ますと、ただ数字だけでどういう動きになっ

ているのか内容が全然伴っておりませんでした。 
 それで、この人・農地プランということは全体ではなくしてこの地域地域、また集

落内でのそういう問題提起ということをうたっておるわけですけれども、やはりその

農業委員、推進委員が地区に散らばっている中で、いろいろアドバイスなり中心的な

立場で動いてほしいというような内容になっておるわけですけれども、なかなか内容

が、そうすればどういう動きすればいいのよ、どういうアドバイスすればいいのよと

いうような、なかなかそういう問題提起できていないです。難しい状況にあろうかと

思います。 

 こういう中で平坦地においては、法人化なり、また、非常に理想的な農業環境に恵

まれておるわけですけれども、やはり中山間地域の中では遊休農地、また、誰かに賃

貸したくてもできないというような瀬戸際に立たされている地域がいっぱいあるわけ

です。 

 では、そこで誰かが動いてくれる場といっても誰も手を挙げてくれないわけで、逆

に行政的なほうからある程度指導なりアドバイスなり逆にいただければなというよう

な考えを持っております。 
 もし、今日おいでくださっている職員の方で、人・農地プランの中の内容なり、あ

と、これからのそういう状況、どのような形にしていくのか、もし分かるんであれば

お願いしたいと思います。 
 
 杉山課長。 

 
 農業委員の皆様、最適化推進委員の皆様におかれましては、この受け手と出し手の

個別の調整のほうでいろいろと伺っていたとは思います。ご発言くださり感謝してお

ります。ありがとうございます。 

 人・農地プランにつきましては、平成２４年から始まっておりまして、大仙市内の

３９のプラン、各地、ほとんど網羅している状況です。 
 先ほどちょっと私、冒頭のほうでもお話ししたんですけれども、人・農地プランに

ついては今の法改正に伴って、また大きく見直しがかかるような状況でございます。 

 今の国会のほうで法案のほうをやっているようなんですけれども、昨日もちょっと

秋田県拠点のある人から話を聞いたんですけれども、国のほうの予定というか考えて

いるところは、令和５年４月に法改正が施行される、そして６年、７年をかけて、ま
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た、新しい人・農地プランの見直しが行われるというふうに伺っています。 
 最初の５年４月１日ですので、この４年のことについては周知に使いまして、５年、

６年については実際にまた新しい法改正の中で動いてもらうというようなお話でし

た。 
 周知期間も合わせて、３年間で人・農地プランの具体化方向を進めていく。その中

で農業委員の皆さんの役割も出てくると思いますので、今までは人・農地プラン見直

しの中で地域のお話があるときには農業者の一人としてのお声かけさせていただいた

り、そしてプランのほうの実際の協議会といいますか、その中では農業委員会の代表

として事務局長さんに出ていただいていたんですけれども、進めていますけれども。 
 法改正に伴いまして役割のほうが大きく変わってきますので、徐々に情報が出てく

ると思いますので、その際はぜひご参加いただきたいと思いますので、どうぞ私から

もよろしくお願いします。 
 
 ありがとうございます。 
 先ほどもお話ししたように、なかなか前に進めるような状況というのが見えてこな

いわけで。今、法定化されるよというような話でしたけれども、やはりこの後も今年

度からも別になくなるわけでないし、進めていかなければならない内容だと思います

ので、できれば農業委員会、また推進委員等々にも見える化、分かりやすいような、

そういう内容を提示してもらえればなと思いますし助かりますので、よろしくお願い

したいと思います。 
 
 ほかにありませんか。 
 伊藤委員。 

 
 ２１番、伊藤です。 
 ちょっとお聞きしたいんですけれども、予算説明書の２ページの新規就農者育成対

象事業費というところで、１番の目標、令和４年度新規就農者を雇用就農を含む２０

人を目標としていると、こう書かれてありますけれども、実際今、この場には農業委

員、農業推進委員さんも法人経営に携わっている人がいっぱいおるんですけれども、

これは法人で雇用するということでも適用範囲に入っておるんでしょうか。 
 

 おっしゃられるとおり、雇用就農も含めます。 
 まず、市で例えれば、今の農業者研修施設の卒業生が７名おりますけれども、この

方々はぜひ雇用に向けて新規就農者としてやりたいということでありますし、また、

普通に勤めている方々、その方々が卒業して農業に携わると、そういった方々も新規

就農という形で２０人という目標になっております。 
 
 伊藤委員。 
 

 ありがとうございます。 
 
 ほかにありませんか。田村委員。 
 

 １４番、田村です。 
 いつもありがとうございます。 
 まだ時間があるので、もうちょっとだけいいですかね、お願いしたいと思います。 
 毎年この説明会が来ると、予算はいつもつけられたかということで１０年以上やっ

ているわけですけれども、まず、俺から言わなきゃいけないなというふうに思ってい

ます。 
 昨年来、米価が下落した中で、いち早く３，０００円をつけていただいて、これは
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我々は本当に農家として、助かったなというふうに思っております。 
 あと、事業については、個々にいろいろあるのでお話ししませんけれども、もし、

今、要望があるのであれば、１つだけお願いしたいというふうに思います。 

 昨日も業者の方と話したんですけれども、資材が去年の秋に１割上がって、４月か

ら１割上がりました。恐らく６月にまた上がるだろうということです。 
 それから、ガソリンですね、油のところもかなり経営を圧迫するんだろうというふ

うに思いますので、燃料費のそのことは多分、一度も市としてやったことないでしょ

うけれども、補塡とか緊急的なところなので、そういうのもちょっと考えていただけ

ればというふうに思っております。 
 それだけです。 
 振興課の皆さんにはいつもお世話になっているので、振興課がなければ我々もう生

きていけませんので、本当によろしくお願いしたいと思います。 
 
 では、要望として承ります。 
 ちなみに３月補正におきまして、ハウスですとか、施設型の花卉とか資材ですとか、

あとは野菜、園芸作物、そういったものを出荷なさっている方に対しては灯油または

Ａ重油、それに対して１リッター当たり１５円の補助をしておりますので、そういっ

たところをまず対応しておりますのでよろしくお願いします。 
 

 ほかにありませんか。 
（なしの声） 
 
 それでは、どうもありがとうございました。 

 
 ここで、農林部農業振興課杉山課長及び担当職員が退席します。 
 どうもありがとうございました。 
（杉山課長、担当職員 退席） 

 
 次に、令和３年度の業務報告並びに令和４年度の事業計画（案）及び予算について、

事務局より説明があります。 
 

 それでは、私のほうからご説明いたします。 
 お配りしてあります資料令和３年度業務報告、令和４年度事業計画書、令和４年度

予算、これらの資料についてご説明していきたいと思います。 
 なお、これらの資料は、先日行われました役員会でご承認いただいたものでござい

ます。 
 まず、１ページから５ページですが、これは令和３年度の業務報告です。こちらは、

総会の際にも業務報告しておりますが、それをまとめたものでございます。 
 その中から主なものについてご報告いたします。 

 まず、１ページですが、４月５日、第１回の役員会を開催しております。案件は、

令和２年度の業務報告と令和３年度の事業計画、予算等についてご協議いただいてお

ります。 
 ２ページにいきまして、８月２日、秋田県農業会議主催の令和３年度市町村農業委

員会地区別研修会が横手市で開催され、委員１４名、推進委員２１名が参加しており

ます。 
 ８月３０日、９月８日、それぞれ広報専門委員会が開催され、農業委員会だより第

２１号の内容等についてご協議いただいております。 

 ３ページにいきまして、１１月１日、秋田県農業委員会大会が能代市で開催され、

委員１７名、推進委員１５名が参加しております。 
 ４ページから５ページですが、１月１４日、２月１７日、３月９日、それぞれ広報
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専門委員会が開催され、農業委員会だより第２２号の内容等についてご協議いただい

ております。 
 ２月１６日、農政専門委員会と農地専門委員会が開催されております。農政専門委

員会では、令和４年度大仙市農作業標準賃金、料金についてご協議いただいておりま

す。また、農地専門委員会では、大仙市農業委員会農地賃借情報等をご協議いただい

ております。 
 ３月３０日、第２３回農業委員会総会を開催し、人事案件についてご協議いただい

ております。 
 続きまして、令和４年度の事業計画書についてご説明いたします。 
 ６ページから８ページをご覧願います。 
 こちらにつきましては、昨年度と大きな違いはございません。 

 ただ、農政の状況変化に伴い文言を修正したところが２つほどございます。 
 修正した箇所は、６ページの一番下の行の（１０）人・農地プランの法定化（地域

計画）関連事業に向けた積極的な関与と、７ページの上から１７行目の（２）農業委

員会サポートシステム（旧農地情報公開システム稼働への取組）の２か所でございま

す。２か所とも網かけをしている部分でございます。 
 また、内容等につきましては記載しているとおりでございます。 
 その他の項目につきましては、ほとんど昨年度と同様となっております。 
 続きまして、９ページ、令和４年度業務予定についてですが、現在、秋田県農業会

議で把握しているものや昨年度の実施状況等を基に掲載しておりますので、参考にし

てみてください。 
 続きまして、１０ページ、令和４年度農業委員会歳入歳出についてですが、昨年度

の予算と比較しながら説明していきたいと思います。 

 まず、本年度の予算は４，８２９万９，０００円で、２１万円の増となっておりま

す。 
 歳入につきましては、農林水産業費県補助金で２４万１，０００円の増、農林水産

業費委託金で１，０００円の減、農林水産業費委託事業収入で５，０００円の減とな

っております。 
 歳出につきましては、農業委員会事務費が１２万２，０００円の減となっておりま

す。続いて、機構集積支援事業費で３６万４，０００円の増となっております。また、

農地情報管理システム整備事業費で３万３，０００円の減、農地保有合理化促進事業

費で５万円の増、秋田県農業会議等負担金で４万９，０００円の減となっております。

その他の項目につきましては、昨年度と同額となっております。 
 以上、業務報告から令和４年度の予算までについてご説明いたしました。 
 最後に、１１ページに備考としまして、令和４年度の事務局、分室体制を掲載しま

したのでご覧願います。 
 私のほうからは以上です。 
 
 ただいま事務局より説明がありましたが、これについてご質問、ご意見等はござい

ませんでしょうか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので、令和３年度の業務報告並びに令和４年度の事業計画（案）、予

算についてはこのように決定させていただきます。 
 これで、本日の日程は全て終了しました。 
 その他について、事務局から。 
 お願いします。 

 
 私のほうから２つほどご説明がございます。 
 １つ目は、農地利用最適化交付金関連についてですが、４月から新年度になりまし
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たので、大仙市農業委員会活動実績報告書の用紙を１２枚、１年分お配りしましたの

で、例年どおりご利用願います。用紙は、本日配付しております封筒の中に入ってお

りますので、ご確認願います。なお、提出書類の内容や記載例を書いた用紙も同封し

ましたので参考にしてみてください。 
 この実績報告書の用紙は、毎月きちんと提出するようによろしくお願いいたします。 
 それと、２つ目ですけれども、お配りしました農業委員会活動記録セットについて

ですが、ちょうどオレンジ色の小冊子でございますが、活動記録セットの中に記載さ

れております活動記録簿の用紙が昨年と変更となりましたので、ご注意願います。様

式が変更となりましても特別難しいことを記入するわけではなく、従来と同じような

ことを記入していただくこととなっておりますので、記載例が載っておりますのでそ

れを参考にご記入くださいますようよろしくお願いいたします。 

 ちょうど日記を書くような形式となっておりますので、書き忘れなどないようきち

んとご記入くださいますようよろしくお願いします。 
 私からは以上です。 
 

 皆様にお配りしましたＡ３版の地域別案件調書についてご説明いたします。 
 集計期間は令和３年４月から令和４年３月までです。 
 各地区で集計している件数、筆数、面積は、案件を手続した事務局及び分室ごとに

なっております。 

 案件調書の中で、農地法第３条有償所有権移転（売買）Ｅの面積が増加した理由で

ございますが、大曲で親子間で売買がありました。また、大曲で農業廃止による相手

方の要望により一町歩ほどが動きました。協和で公社分割支払い型の売買がございま

した。また、同じく３条使用貸借権設定の増加理由ですが、農業者年金に係る報酬が

多かったためでございます。 
 このＡ３版を概要にしたのがＡ４版１枚になってございます。よろしくお願いいた

します。 
 

 委員の皆さんから何かありませんか。 
 菅原委員。 
 
 先ほど高橋さんから説明があった内容ですけれども、この活動記録セット、ちょっ

と中を開けてみたんだけれども、びっくりしました。 
 これはあれですか、総会とか、それから農業委員会の中で動いた活動等もこれに記

入しなければならないということですよね。 
 

 そうです。 
 各委員、推進委員として活動したことをご記入願います。 
 
 全然前と違うんだけれども。 

 例の中身を見ても、農地の賃貸借とか、農家の人とやり取りしたことはまず書いて

いくとうたっているんですけれども、農業委員会の中で動いたそういう公的なものは、

今までは記載されておったのですけれども、こういうのも必要なのかなと、ちょっと

今、疑問を感じたんですけれども。 

 
 昨年度と様式ががらっと変わりまして、事務局のほうでもちょっと驚いているとこ

ろなんですけれども、一応、令和４年度の活動記録簿は今回お渡ししておりますオレ

ンジ色の小冊子ということで、事務局のほうに届いていますので、多少去年と違いま

してぎこちないところあるかもしれませんけれども、どうかその記入例を参考に、可

能な範囲でご記入くださいますようよろしくお願いいたします。 
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 そのことについてはほかの人からも聞いても分かると思いますけれども、それから

もう一つ、最適化交付金事業のこの用紙、前も話したわけですけれども、時間的なも

のを書く項目があって、横に業務内容と記載されて、具体的に詳細にとは書かれてお

るわけですけれども、あまりにも升が小さくて書けないというような、私ばかりじゃ

なくてほかのほうからもいろいろ苦情があったりして、あえて話するわけですけれど

も、もう少し書きやすい内容というか、このままではまた今までどおり頭を悩ませる

ような状況なので、もうちょっと何とかしてもらいたいなという、早く言えば要望で

す。 
 
 分かりました。 
 ただ、用紙のほうを本日お配りしておりますので、１行に書き切れない場合は次の

行に渡って文章を書いていただいても構いませんので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 
 
 ほかにありませんか。 

 足達委員。 
 
 ２２番の足達です。 
 先ほど、地域案件調書をいろいろつくっていただいてありがとうございます。 

 ぜひ今後、地域ごとの集積率が分かればいいなと思いました。 
 それから、会長の挨拶の中で、５年に１回水田に戻すことは、役員会で諮ったとこ

ろ、この後、国会議員に要望する機会もあるし、それから知事も動いているとか、二

田会長の話もやっぱり何点かの理由で、総会、役員会では大仙市農業委員会としては

申請といいますか要請はしないという話でしたけれども、ここ２回ほどそれぞれ上位

機関に要望したほうがいいのではないかなということで、皆さんの了解を得ましたけ

れども、役員会でそうであれば従わなければならないと思いますけれども、会長は報

告というようなことで挨拶の中でしゃべられましたけれども、会長の挨拶は議事録に

載らないので、せっかく役員会という会をもって議論していただいたので、会長も報

告事項ということでしゃべられたので、次第の中の何番かに報告ということがありま

すので、会長がお話しになった何点かを報告事項として議事録にぜひ残していただけ

ればなと思いますので、よろしくお願いします。 

 
 ありがとうございます。 
 議事録のほうに載せてくださいということですね。 
 

 そうです。 
 
 今、確認していますが……。 
 

 載せる必要がないとすれば…… 
 
 今、高橋さんに聞いたのだけれども、議事録に載せるのは可能ですので、よろしく

お願いしますということです。 

 
 では、よろしくお願いします。 
 
 ほかにありませんか。 

 渡邊委員。 
 
 さっきの活動記録のセットですけれども、これちょっと見たら、１日ずつむしって
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出してということなのだな。切取り線入っているんだよ。 
 次々に、この分厚いものを持ってこなくたって、書いた人は、この切取りでもって

提出してくださいということでいいのですよね。 

 
 切取り線の網目がついていますので、切り取ってご持参していただいても構わない

です。 
 今、切り取ってお持ちいただいても構いませんということでご説明したんですけれ

ども、切り取って事務局のほうへ提出させていただきますと、自分の控えがなくなり

ますので、ここら辺を考えますと従来どおりの形でお願いしたほうがよろしいかなと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 
 わざわざ小冊子を毎回毎回持って来なくても手間が省けるのでいいんじゃないかと

いうそういう考えもありますけれども、逆に、ばらばらにしてしまって後で収集つか

なくなる、控えがなくなってしまうということも考えられますので、従来どおり小冊

子をお持ちくださいますようよろしくお願いいたします。 
 その上で、また何か不便等があれば、そのときまた改めて検討させていただきたい

と思いますので、従来どおりご持参くださいますようよろしくお願いいたします。 
 
 ほかにありませんか。 
（なしの声） 

 
 ではないようですので、以上をもちまして第２４回大仙市農業委員総会を閉会しま

す。 
 本日はご苦労さまでした。 

 
                                              （午前１１時２６分 閉会） 
 

 


